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平成 年 月 日（月）、かごしま市民福祉プラザ 階大会議室において、
第 回鹿児島地区合併協議会が開催され、新たな委員 人の紹介のあと会
議に入りました。
第 回協議会に提案され継続協議となっていた議案 件のうち、合併後
の市のまちづくりのマスタープランとなる 市町村建設計画素案 など
件は原案のとおり決定され、 町名・字名の取扱い については、委員か
ら 歴史的背景を踏まえ、町名を残してほしい などの意見が出され、改

協
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と

協
議
さ
れ
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こ
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市町村建設計画素案がまとまりました

合併後の新しいまちの都市像は

市町村建設計画素案がまとまりました

第
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議
案
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町
名
・
字
名
の
取
扱
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を
除
く

件
に
つ
い
て
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原
案

の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。
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催
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協
議
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で
は
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委
員
か
ら

市
町

村
建
設
計
画
の
地
域
・
地
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名
や
支

所
の
名
称
を
含
め
、
公
共
的
団
体
等

の
施
設
に
も
町
名
が
残
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こ
と
や
、

提
案
説
明
の
と
お
り
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先
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先
の
世
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こ
と
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え
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賛
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見
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あ
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会

議
で
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史
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踏
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。

第 回協議会で提案された調整方針（案）
鹿児島市以外の 町の住所表示について、従来の大字を廃止し、旧大字（本城）
の名称の後に 町 の字句を付して（本城町）、町の区域として新設するものです。
【例】
現行 鹿児島郡吉田町本城 番地
（案） 鹿児島市本城町 番地

町名・字名の取扱いについての 町 とは、市町村名ではなく鹿児島市山下町の
ような 町 名を指しており、 町 と 字 は同じ意味で、市町村の区域内の
一定の区域のことをいいます。
この調整方針（案）は、第 回協議会で取下げられました〔 面参照〕

めて専門部会・幹事会・首長会で検討し、再度協議会で協議することに決
定しました。
また、今回新たに提案されたごみ処理事業、環境衛生事業、上・下水道

事業の取扱いなど 件は継続協議とし各委員が持ち帰り、次回以降の協議
会で協議されることに決定しました。
このほか、第 回協議会を 月 日（火）午前 時 分から鹿児島市のか

ごしま市民福祉プラザ 階大会議室で開催することが決定しました。


